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図６ うつの二次アセスメントの流れ 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

介入対象者の抽出 / 二次アセスメント 

第２段階：日常活動の支障の程度を評価する 

「今お話いただいた症状のために、ひどくつらくなったり、日常生活に支障が出たりしていませんか？」

等と質問して、症状のためにどの程度の支障が出ているかを評価します。 

 第１段階：症状の有無を評価する 

①抑うつ気分、②興味・喜びの消失、③生活リズムの障害、④自殺念慮の有無、について評価します。 

 

① 抑うつ気分：「ひどく気分が沈み込んで、憂うつになっているということはありませんか？」 

② 興味・喜びの消失：「生活が楽しめなくなっているということはありませんか？」 

③ 生活リズムの障害：「眠れなくなったり、食欲が落ちたりして、生活のリズムが乱れていることはあ

りませんか？」 

④ 自殺念慮の有無：「つらくて死にたいという気持ちになっていませんか？」 

 
①～④のいずれの症状が１つ以上ある場合 

第３段階：キーパーソンを特定 
  

「困ったことがある時には、どなたに相談しますか？」と尋ね、キーパーソンを特定します。  

 

支障がない場合 

経過観察（本人の許可を得た上で、1ヶ月後に訪

問して状態をチェックする） 

医療機関への受診を勧める 

 

支障がある場合 

 

 

キーパーソンがいない場合 
 

キーパーソンがいる場合 

本人とよく相談して、民生委員など地域の協力者をさ

がす。キーパーソンや協力者と連携しながら、その後

の経過をフォローする。 

本人の許可を得た上で、キーパーソンの協力を仰

ぐ。 

 

 
うつに関する項目において、 

「１．はい」が 2 項目以上ある場合 

〔参考〕この他にも、うつ質問票（GDS、Self-rating Depression Scale (SDS)、Center for Epidemiological 

Studies Depression (CES-D)、Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS)）が開発、使用されて

いるので、対象者によってこうした質問票を併用したり、身体症状やADL、社会的支援の有無などもあわせて聴

取したりすると良いでしょう。QIDS日本語版は資料５に掲載されており、また、携帯サイト（うつ・不安に効く.

com：http://cbtjp.net）でも自動的にチェックできます。 

 


